
 
 令和２年９月６日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿児島国道事務所 

 

 

 

国道２２５号 川辺
か わ な べ

地区の通行止めについて（事前予告） 

令和２年 ９月 ６日２３時００分 
 

○ 国道２２５号川辺

かわなべ

地区の異常気象時通行規制区間において連続雨量１５０mm

に達しました。今後、このまま降雨が続き、連続雨量が２００mmに達した場合、

次の区間において通行止めとする見込みです。 

今後の道路情報にご注意ください。 

 

【通行規制のおそれのある区間】 

【国道２２５号】 鹿児島市 平川町
ひらかわちょう

長谷迫
は せ ざ こ

から鹿児島市 下福元町
しもふくもとちょう

影原
かげはら

 

までの間（延長＝３．８ｋｍ） 

※異常気象時通行規制区間とは 

異常降雨時に土砂崩れなどの危険性がある区間に対して、雨量に基づく基準を設定し、 

これに基づいて通行止めを行う区間。 
 

※台風による災害の恐れがあるため不要不急の外出は控えてください。 

 

 
問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 

技術副所長    森
も り

 賢二
け ん じ

 

計画課長    松尾
ま つ お

 和敏
かずとし

 

ＴＥＬ：０９９－２１６－３１１１（代表） 

記者発表資料 
（第 １ 報） 



国道２２５号川辺地区の異常気象時通行規制区間

鹿児島市
日
置
市

南
さ
つ
ま
市

垂
水
市
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